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県立学校施設等災害復旧事業

総務課施設整備室

１ 目 的

災害により被害を受けた県立学校施設等の施設を復旧する。

２ 概 要

令和２年７月２８日の豪雨により被害を受けた西仙北高等学校の法面崩壊につ

いて、災害復旧工事を行う。

崩壊規模 幅：３２ｍ 長さ：１５ｍ 比高差：１１ｍ

３ 補正予算額

２５,０７７千円（ １５,９１８千円 ２,７００千円 ６,４５９千円）

内 訳 ・委託費 １,１９９千円

・工事費 ２３,６４２千円

・事務費 ３ ,２３６千円

災害復旧事業費 ２８,９３１千円

・委託 １,７５３千円

・工事費 ２６,９４２千円

・事務費 ,２３６千円

当初予算計上残額 ▲３,８５４千円

補正予算額 ２５,０７７千円

４ 見取り図

法面崩落箇所

西仙北高等学校
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教職員の給与費の補正について

教職員給与課

１ 概 要

人件費の決算見込みによる補正を行う。

２ 補正予算額

△１，２５０，８９４千円

△２４，８２８千円 △１７０，８６７千円

△１０，５８７千円 △１，０４４，６１２千円

３ 内 訳

（単位：千円）

区 分
12 月 補 正 後
現 計 予 算 額

決 算 見 込 額 ２月補正予算額

給 料 41,613,680 41,453,280 △ 160,400

職 員 手 当 等 30,481,629 29,743,035 △ 738,594

（うち退職手当） 9,352,798 9,262,798 △ 90,000

共 済 費 13,459,927 13,108,027 △ 351,900

合 計 85,555,236 84,304,342 △ 1,250,894
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義務教育費国庫負担金の返還等について

教職員給与課

特別支援教育課

１ 概 要

会計検査院の指摘に基づく義務教育費国庫負担金の再確定に伴い、過大交付分

の返還等を行う。

２ 会計検査院の指摘内容

（１）内閣報告日 令和２年１１月１０日

（２）対 象 年 度 平成２４年度～平成２８年度

（３）指 摘 事 項 特別支援学校の標準学級数の算定において、障害を二つ以上

併せ有している児童生徒を単一障害学級の対象として整理した

り、二つ以上併せ有しない児童生徒を重複障害学級の対象とし

て整理したりなどしていたため、平成２４、２７、２８年度の

義務教育費国庫負担金が過大に交付されている。

３ 補正予算額

会計検査院の指摘に基づく返還にかかる歳出と、当該指摘の考え方を適用する

こと等によって追加交付となる歳入をそれぞれ補正する。

歳出額（教職員給与管理費） ３８，０９１千円

歳入額（諸収入） ３３，９８４千円

（単位：千円）

収入済額 再確定額 補正額

平成２４年度 15,169,665 15,141,970 △ 27,695

平成２５年度 14,431,341 14,458,358 27,017

平成２７年度 14,680,125 14,673,962 △ 6,163

平成２８年度 14,436,088 14,431,855 △ 4,233

令和元年度 13,931,639 13,938,606 6,967

合　計 72,648,858 72,644,751 △ 4,107

※平成２６、２９、３０年度分は、令和３年度に精算予定。
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市町村立学校職員の給与等に関する条例の

一部を改正する条例案について

【議案第１８号】

教職員給与課

１ 改正理由

感染症の病原体に汚染されたもの又は汚染された疑いのあるものの処理作業に

従事した市町村立学校職員に対し防疫業務手当を支給する必要がある。

２ 改正内容

（１）特殊勤務手当の種類に防疫業務手当を加えることとする。

（第１７条関係）

（２）感染症（教育委員会規則で定めるものに限る。）の病原体に汚染されたも

の又は汚染された疑いのあるものの処理作業で教育委員会規則で定めるもの

に従事した市町村立学校職員に対し防疫業務手当（２９０円／日以内）を支

給することとする。

（第１７条関係）

※教育委員会規則で定める感染症は、新型コロナウイルス感染症

※処理作業で教育委員会規則で定めるものは、学校等で感染症が発生し、保健

所の見解又は学校医等の助言を踏まえて行う消毒作業

※教育委員会規則で定める防疫業務手当は、２９０円／日を予定

（３）その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日等

公布の日（令和２年１２月３日から適用）

（参考）

令和２年１２月３日付け文部科学省通知

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」

○ 「感染症が発生したらまず臨時休業する」対応を見直し、設置者が、臨時休

業の要否を保健所と相談の上、真に必要な場合に限り、学校の全部または一部

の臨時休業を行う。

○ 感染が判明した場合は、保健所等と連携して消毒作業を行うが、必ずしも専

門業者を入れて施設全体を行う必要はなく、汚染が想定される物品を消毒する。
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地域子ども・子育て支援事業

幼保推進課

１ 目 的

子育て家庭を支援するため、市町村が地域の実情に応じて行う一時預かり事業、

延長保育事業、病児保育事業等の取り組みを支援し、子どもを産み・育てる環境

の充実を図る。

２ 概 要

決算見込みによる補正を行う。

・実 施 主 体 市町村

・補 助 率 国１／３ 県１／３ 市町村１／３

※国分は、国から市町村に直接補助されるため、予算計上は

県分の１／３相当のみ

・内 訳 （単位：千円）

事 業 名 当初予算額 決算見込額 ２月補正予算額

一時預かり事業 115,319 168,513 53,194

延長保育事業 56,768 55,016 △1,752

病児保育事業 100,373 99,049 △1,324

実費徴収に係る補足給付事業 3,764 1,951 △1,813

多様な事業者の参入促進･能力活用事業 348 1,522 1,174

合 計 276,572 326,051 49,479

３ 補正予算額

４９，４７９千円（㊀４９，４７９千円）

内 訳

・地域子ども・子育て支援事業費補助金 ４９，４７９千円
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保育士修学資金貸付事業

幼保推進課

１ 目 的

保育士確保を図るため、県内において保育業務に従事しようとする保育士養成

施設の在学生に対し、返還免除付き修学資金の貸付を行う。

２ 概 要

令和２年度事業費の県負担分（１／１０）を事業の実施主体（社会福祉法人

秋田県社会福祉協議会）に対して交付する。

また、当初予算で措置している国負担分（９／１０）について、国の内示に伴

い減額する。

・貸 付 額 学 費 月額５万円以内、貸付総額１２０万円以内

入学準備金 ２０万円以内

就職準備金 ２０万円以内

・事 業 費 学 費 ８４，５９６千円（１４６人、うち新規７７人）

（貸付人数） 入学準備金 １１，９５３千円（ ６３人）

就職準備金 １１，９５０千円（ ６１人）

事 務 費 ４，２７５千円

計 １１２，７７４千円（県負担分：１１，２７８千円）

・免除要件 卒業後、県内の保育施設で５年間（過疎地域は３年間）保育業

務に従事した場合

・国補助金 当 初 予 算：１７２，８００千円

内 示 額： ８９，８１８千円（△８２，９８２千円）

３ 補正予算額

△７１，７０４千円（ １１，２７８千円、 △８２，９８２千円）

内 訳

・保育士修学資金貸付事業費補助金（県負担分） １１，２７８千円

・保育士修学資金貸付事業費補助金（国負担分） △８２，９８２千円
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う指定管理者への支援について

生涯学習課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症の影響により、指定管理施設において利用料金収入

が大幅に減少しているため、指定管理料を増額する。

２ 概 要

（１）事業名

①青少年交流センター管理運営費

秋田県青少年交流センター（指定管理者：一般財団法人秋田県青年会館）

②少年自然の家管理運営費

秋田県自然体験活動センター（指定管理者：八峰町）

（２）対象経費

利用料金収入が減少したことに伴い不足する令和２年度の管理運営経費

３ 補正予算額

３，１３６千円（ ３，１３６千円）

内 訳 ・委託料 ３，１３６千円

秋田県青少年交流センター分 ２，６７５千円

秋田県自然体験活動センター分 ４６１千円
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＜参考＞支援イメージ（管理運営経費）

＜参考＞支援額の算定方法

対象経費×利用料金減収率×公費負担比率（令和２年度収支見込の赤字分までを対象）

「対象経費」：人件費や光熱水費、定期点検等の維持管理費（指定管理料等を充当する部分を

除く）

「利用料金減収率」：１－（令和２年度利用料金収入見込額／利用料金収入実績額の平均）

「公費負担比率」：（指定管理料／管理運営に要する経費）の実績平均
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